
おもな案件9月定例会 9月定例会の会議状況
本会議（招集～提案説明、人事案件表決）
本会議（質疑～委員会付託）
決算特別委員会
総務常任委員会
経済建設常任委員会
厚生環境教育常任委員会

８月２３日（金）
　　２９日（木）
 ９月２日（月）～５日（木）
　　　６日（金）
　　　９日（月）
　　１０日（火）

第７次総合計画後期計画策定特別委員会
本会議（市政一般質問）
第７次総合計画後期計画策定特別委員会
本会議（委員長報告～討論～表決、（特別委
員会の設置）提案説明～表決、（意見書）提案
説明～表決）

　　１２日（木）
　　１９日（木）～２０日（金）
　　２４日（火）
　　２７日（金）

9
月
定
例
会
の

多
治
見
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
を
制
定

　

犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被
害
の
軽
減
お
よ

び
回
復
を
図
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援

に
つ
い
て
基
本
理
念
を
定
め
る
と
と
も
に
、
市
、

市
民
お
よ
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、

市
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の

で
す
。

　
　

令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
小
泉
交
流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
を
制
定

　

小
泉
町
地
内
に
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
と
児

童
セ
ン
タ
ー
か
ら
な
る
複
合
施
設
を
設
置
す
る

た
め
、
設
置
お
よ
び
管
理
に
つ
い
て
基
本
と
な

る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　

令
和
2
年
4
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
精
華
交
流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
を
制
定

　

現
在
の
精
華
公
民
館
に
本
土
児
童
館
を
統
合

し
、
児
童
館
と
公
民
館
か
ら
な
る
複
合
施
設
を

設
置
す
る
た
め
、
設
置
お
よ
び
管
理
に
つ
い
て

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　

令
和
2
年
4
月
１
日
か
ら
施
行

令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）を
可
決

　

多
治
見
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
14
億
８
千
２
１
６
万
２
千
円
を
増
額
し
、

４
２
１
億
９
千
７
６
３
万
２
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

　

お
も
な
事
業
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
お
も
な
も
の

□
私
立
保
育
所
児
童
運
営
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
千
３
１
５
万
８
千
円

　

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ
る
施
設
型

給
付
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
者
が
負
担
す
る
保

育
料
の
減
額
に
伴
い
、
負
担
金
を
増
額
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
私
立
保
育
園
の
運
営
費
の
増

額
に
伴
い
、
委
託
料
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

□
保
育
所
施
設
型
給
付
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
千
６
７
５
万
７
千
円

　

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ
る
公
立
保

育
所
の
利
用
者
が
負
担
す
る
保
育
料
の
減
額
に

伴
い
、
扶
助
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

□
小
学
校
施
設
改
良
事
業
費

　
　
　
　
　
　
　

２
億
９
千
２
６
１
万
９
千
円

　

養
正
、
共
栄
、
根
本
お
よ
び
北
栄
小
学
校
の

各
校
舎
棟
・
体
育
館
ト
イ
レ
の
洋
式
化
へ
の
改

修
に
伴
う
工
事
請
負
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
昭
和
小
学
校
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
取
替

工
事
お
よ
び
小
学
校
遊
具
等
設
置
工
事
な
ど
に

伴
う
工
事
請
負
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

人
事
案
件
（
敬
称
略
）

□
教
育
委
員
会
委
員

　

加
藤　

智
章　

笠
原
町
（
新
任
）

本
会
議
に
お
い
て
常
任
委
員
会
へ
の
再
付
託
及

び
継
続
審
査
の
動
議
を
否
決 

※
1　
　
　
　
　

　

９
月
27
日
に
、
「
多
治
見
市
タ
バ
コ
の
害
か
ら

市
民
を
守
る
条
例
」
に
つ
い
て
、
厚
生
環
境
教

育
常
任
委
員
会
に
再
付
託
す
る
と
と
も
に
同
委

員
会
に
お
い
て
継
続
審
査
と
す
る
旨
の
動
議
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
質
疑
、
討
論
の
後
、
採
決

を
行
い
、
賛
成
者
少
数
の
た
め
否
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
に
お
い
て
修
正
案
を
可
決 

※
2

　

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会
に
再
付
託
す
る

と
と
も
に
同
委
員
会
に
お
い
て
継
続
審
査
と
す

る
旨
の
動
議
の
否
決
後
、
同
委
員
会
か
ら
の
修

正
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
可

決
し
、
そ
の
後
、
条
例
名
の
修
正
を
除
く
原
案

に
つ
い
て
も
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
に
お
い
て
附
帯
決
議
案
を
可
決 

※
3

　

修
正
案
の
可
決
後
、
「
多
治
見
市
望
ま
な
い

タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
」
に
対

す
る
附
帯
決
議
を
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
質
疑
の
後
、
採
決
を
行
い
、
賛
成
多
数

で
可
決
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

任
期
は
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

令
和
５
年
９
月
30
日
ま
で

□
人
権
擁
護
委
員

　

木
股　

孝
一　

根
本
町
（
再
任
）

　

加
藤　

款　
　

笠
原
町
（
再
任
）　

　

任
期
は
、
令
和
2
年
1
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で

意
見
書
１
件
を
可
決

　

地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し

た
意
見
書
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

□
高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
と
移
動
手
段
の
確

保
を
求
め
る
意
見
書

　

あ
て
先　

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議
長　

内

閣
総
理
大
臣　

総
務
大
臣　

経
済
産
業
大
臣　

国
土
交
通
大
臣　

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

多
治
見
市
望
ま
な
い
タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民

を
守
る
条
例
を
制
定

　

執
行
部
よ
り
提
案
さ
れ
た
「
多
治
見
市
タ
バ

コ
の
害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
」
は
、
「
多
治

見
市
望
ま
な
い
タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守

る
条
例
」
に
名
称
を
修
正
し
可
決
し
ま
し
た
。

　

修
正
可
決
ま
で
の
動
き
は
次
の
と
お
り
で
す
。

常
任
委
員
会
に
お
い
て
修
正
の
動
議
を
可
決　

　

９
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た
厚
生
環
境
教
育
常

任
委
員
会
に
お
い
て
、
「
多
治
見
市
タ
バ
コ
の

害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
」
を
「
多
治
見
市
望

ま
な
い
タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守
る
条

例
」
に
名
称
を
修
正
す
る
旨
の
動
議
が
提
出
さ

れ
、
全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

お
も
な
案
件

お
も
な
案
件

Tajimi-City Council2019.11.1　No.195 23

賛否が分かれた議案

9月定例会の議決結果
全会一致の議案

《条例制定》
　・犯罪被害者等支援条例
　・小泉交流センターの設置及び管理に関する条例
　・精華交流センターの設置及び管理に関する条例
《条例改正》
　・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
　　用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人
　　情報の提供に関する条例
　・印鑑条例
　・職員の給与に関する条例等
　・手数料条例（２件）
　・子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例
　・特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例
　・火葬場の設置及び管理に関する条例
　・市営住宅管理条例
　・教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
　・水道事業給水条例
《平成３０年度決算認定》
　・南姫財産区事業特別会計
　・土地取得事業特別会計
　・下水道事業特別会計
　・駐車場事業特別会計
　・市営住宅敷金等特別会計
　・農業集落排水事業特別会計
　・駅北土地区画整理事業特別会計
　・介護保険事業特別会計
　・後期高齢者医療特別会計
　・水道事業会計
　・病院事業会計

《令和元年度補正予算》
　・一般会計補正予算（第２号）
　・駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　・介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
　・後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　・下水道事業会計補正予算（第１号）
　・農業集落排水事業会計補正予算（第１号）
　・病院事業会計補正予算（第１号）
《人事》
　・教育委員会委員
　・人権擁護委員
《その他議案》
　・平成３０年度水道事業会計利益の処分
　・損害賠償の額を定めるについて（２件）
　・指定管理者の指定（３件）
　・町の区域の変更
　・東濃農業共済事務組合規約の変更
　・東濃農業共済事務組合の解散
　・東濃農業共済事務組合の解散に伴う財産処分
　・市道路線の廃止
　・市道路線の廃止及び認定（２件）
　・市道路線の認定（２件）
　・決算特別委員会の設置
　・決算特別委員の選任
　・本庁舎建設に関する特別委員会の設置
　・本庁舎建設に関する特別委員の選任
　・閉会中の継続審査及び調査の申し出
　・閉会中の継続調査の申し出（3件）
《意見書》
　・高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書

 注） ○：賛成　 ×：反対　 ー：採決に参加できない　 欠：欠席　 退：採決時に退席
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長
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美
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条例制定

平成３０年度
決算認定

令和元年度補正予算

項　　目 議　　　　案

○○○×○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○

タバコの害から市民を守る条例
（厚生環境教育常任委員会への
　再付託及び継続審査の動議）※１ 議

第
1
0
1
号　

多
治
見
市
望
ま
な
い
タ
バ

コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
に
つ
い
て

附
帯
決
議
案

　

法
に
よ
る
国
の
支
援
基
準
に
該
当
す
る
市

内
の
『
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
』
が
喫
煙

専
用
室
を
設
置
す
る
際
に
、
国
の
助
成
金
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た
う
え
で
、
多
治

見
市
と
し
て
も
何
ら
か
の
支
援
対
策
を
講
じ

る
事
。　

（
原
文
の
と
お
り
）

タバコの害から市民を守る条例
（条例名の修正案）※２

タバコの害から市民を守る条例
（条例名の修正を除く原案）※２
望まないタバコの被害から市民を守る条例

（附帯決議案）※３
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例

会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整備に関する条例

一般会計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計（第１号）

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○
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　　１２日（木）
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　　２７日（金）

9
月
定
例
会
の

多
治
見
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
を
制
定

　

犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被
害
の
軽
減
お
よ

び
回
復
を
図
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援

に
つ
い
て
基
本
理
念
を
定
め
る
と
と
も
に
、
市
、

市
民
お
よ
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、

市
の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の

で
す
。

　
　

令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
小
泉
交
流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
を
制
定

　

小
泉
町
地
内
に
、
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
と
児

童
セ
ン
タ
ー
か
ら
な
る
複
合
施
設
を
設
置
す
る

た
め
、
設
置
お
よ
び
管
理
に
つ
い
て
基
本
と
な

る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　

令
和
2
年
4
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
精
華
交
流
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
を
制
定

　

現
在
の
精
華
公
民
館
に
本
土
児
童
館
を
統
合

し
、
児
童
館
と
公
民
館
か
ら
な
る
複
合
施
設
を

設
置
す
る
た
め
、
設
置
お
よ
び
管
理
に
つ
い
て

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　

令
和
2
年
4
月
１
日
か
ら
施
行

令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）を
可
決

　

多
治
見
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
14
億
８
千
２
１
６
万
２
千
円
を
増
額
し
、

４
２
１
億
９
千
７
６
３
万
２
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。

　

お
も
な
事
業
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
お
も
な
も
の

□
私
立
保
育
所
児
童
運
営
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
千
３
１
５
万
８
千
円

　

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ
る
施
設
型

給
付
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
者
が
負
担
す
る
保

育
料
の
減
額
に
伴
い
、
負
担
金
を
増
額
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
私
立
保
育
園
の
運
営
費
の
増

額
に
伴
い
、
委
託
料
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

□
保
育
所
施
設
型
給
付
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
千
６
７
５
万
７
千
円

　

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ
る
公
立
保

育
所
の
利
用
者
が
負
担
す
る
保
育
料
の
減
額
に

伴
い
、
扶
助
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

□
小
学
校
施
設
改
良
事
業
費

　
　
　
　
　
　
　

２
億
９
千
２
６
１
万
９
千
円

　

養
正
、
共
栄
、
根
本
お
よ
び
北
栄
小
学
校
の

各
校
舎
棟
・
体
育
館
ト
イ
レ
の
洋
式
化
へ
の
改

修
に
伴
う
工
事
請
負
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
昭
和
小
学
校
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
取
替

工
事
お
よ
び
小
学
校
遊
具
等
設
置
工
事
な
ど
に

伴
う
工
事
請
負
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

人
事
案
件
（
敬
称
略
）

□
教
育
委
員
会
委
員

　

加
藤　

智
章　

笠
原
町
（
新
任
）

本
会
議
に
お
い
て
常
任
委
員
会
へ
の
再
付
託
及

び
継
続
審
査
の
動
議
を
否
決 

※
1　
　
　
　
　

　

９
月
27
日
に
、
「
多
治
見
市
タ
バ
コ
の
害
か
ら

市
民
を
守
る
条
例
」
に
つ
い
て
、
厚
生
環
境
教

育
常
任
委
員
会
に
再
付
託
す
る
と
と
も
に
同
委

員
会
に
お
い
て
継
続
審
査
と
す
る
旨
の
動
議
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
質
疑
、
討
論
の
後
、
採
決

を
行
い
、
賛
成
者
少
数
の
た
め
否
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
に
お
い
て
修
正
案
を
可
決 

※
2

　

厚
生
環
境
教
育
常
任
委
員
会
に
再
付
託
す
る

と
と
も
に
同
委
員
会
に
お
い
て
継
続
審
査
と
す

る
旨
の
動
議
の
否
決
後
、
同
委
員
会
か
ら
の
修

正
案
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
可

決
し
、
そ
の
後
、
条
例
名
の
修
正
を
除
く
原
案

に
つ
い
て
も
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
に
お
い
て
附
帯
決
議
案
を
可
決 

※
3

　

修
正
案
の
可
決
後
、
「
多
治
見
市
望
ま
な
い

タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
」
に
対

す
る
附
帯
決
議
を
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
質
疑
の
後
、
採
決
を
行
い
、
賛
成
多
数

で
可
決
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

任
期
は
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

令
和
５
年
９
月
30
日
ま
で

□
人
権
擁
護
委
員

　

木
股　

孝
一　

根
本
町
（
再
任
）

　

加
藤　

款　
　

笠
原
町
（
再
任
）　

　

任
期
は
、
令
和
2
年
1
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　

令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で

意
見
書
１
件
を
可
決

　

地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し

た
意
見
書
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

□
高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
と
移
動
手
段
の
確

保
を
求
め
る
意
見
書

　

あ
て
先　

衆
議
院
議
長　

参
議
院
議
長　

内

閣
総
理
大
臣　

総
務
大
臣　

経
済
産
業
大
臣　

国
土
交
通
大
臣　

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

多
治
見
市
望
ま
な
い
タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民

を
守
る
条
例
を
制
定

　

執
行
部
よ
り
提
案
さ
れ
た
「
多
治
見
市
タ
バ

コ
の
害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
」
は
、
「
多
治

見
市
望
ま
な
い
タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守

る
条
例
」
に
名
称
を
修
正
し
可
決
し
ま
し
た
。

　

修
正
可
決
ま
で
の
動
き
は
次
の
と
お
り
で
す
。

常
任
委
員
会
に
お
い
て
修
正
の
動
議
を
可
決　

　

９
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た
厚
生
環
境
教
育
常

任
委
員
会
に
お
い
て
、
「
多
治
見
市
タ
バ
コ
の

害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
」
を
「
多
治
見
市
望

ま
な
い
タ
バ
コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守
る
条

例
」
に
名
称
を
修
正
す
る
旨
の
動
議
が
提
出
さ

れ
、
全
員
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

お
も
な
案
件

お
も
な
案
件
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賛否が分かれた議案

9月定例会の議決結果
全会一致の議案

《条例制定》
　・犯罪被害者等支援条例
　・小泉交流センターの設置及び管理に関する条例
　・精華交流センターの設置及び管理に関する条例
《条例改正》
　・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
　　用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人
　　情報の提供に関する条例
　・印鑑条例
　・職員の給与に関する条例等
　・手数料条例（２件）
　・子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例
　・特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例
　・火葬場の設置及び管理に関する条例
　・市営住宅管理条例
　・教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
　・水道事業給水条例
《平成３０年度決算認定》
　・南姫財産区事業特別会計
　・土地取得事業特別会計
　・下水道事業特別会計
　・駐車場事業特別会計
　・市営住宅敷金等特別会計
　・農業集落排水事業特別会計
　・駅北土地区画整理事業特別会計
　・介護保険事業特別会計
　・後期高齢者医療特別会計
　・水道事業会計
　・病院事業会計

《令和元年度補正予算》
　・一般会計補正予算（第２号）
　・駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　・介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
　・後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　・下水道事業会計補正予算（第１号）
　・農業集落排水事業会計補正予算（第１号）
　・病院事業会計補正予算（第１号）
《人事》
　・教育委員会委員
　・人権擁護委員
《その他議案》
　・平成３０年度水道事業会計利益の処分
　・損害賠償の額を定めるについて（２件）
　・指定管理者の指定（３件）
　・町の区域の変更
　・東濃農業共済事務組合規約の変更
　・東濃農業共済事務組合の解散
　・東濃農業共済事務組合の解散に伴う財産処分
　・市道路線の廃止
　・市道路線の廃止及び認定（２件）
　・市道路線の認定（２件）
　・決算特別委員会の設置
　・決算特別委員の選任
　・本庁舎建設に関する特別委員会の設置
　・本庁舎建設に関する特別委員の選任
　・閉会中の継続審査及び調査の申し出
　・閉会中の継続調査の申し出（3件）
《意見書》
　・高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書

 注） ○：賛成　 ×：反対　 ー：採決に参加できない　 欠：欠席　 退：採決時に退席

議　
　
　

長
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×○○×○○

山
田　

徹

片
山
竜
美

玉
置
真
一

城
處
裕
二

吉
田
企
貴

佐
藤
信
行

渡
部　

昇

寺
島
芳
枝

古
庄
修
一

柴
田
雅
也

松
浦
利
実

若
尾
敏
之

三
輪
寿
子

若
林
正
人

林　

美
行

加
藤
元
司

仙
石
三
喜
男

井
上
あ
け
み

石
田
浩
司

嶋
内
九
一

奥
村
孝
宏

条例制定

平成３０年度
決算認定

令和元年度補正予算

項　　目 議　　　　案

○○○×○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○

タバコの害から市民を守る条例
（厚生環境教育常任委員会への
　再付託及び継続審査の動議）※１ 議

第
1
0
1
号　

多
治
見
市
望
ま
な
い
タ
バ

コ
の
被
害
か
ら
市
民
を
守
る
条
例
に
つ
い
て

附
帯
決
議
案

　

法
に
よ
る
国
の
支
援
基
準
に
該
当
す
る
市

内
の
『
既
存
特
定
飲
食
提
供
施
設
』
が
喫
煙

専
用
室
を
設
置
す
る
際
に
、
国
の
助
成
金
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た
う
え
で
、
多
治

見
市
と
し
て
も
何
ら
か
の
支
援
対
策
を
講
じ

る
事
。　

（
原
文
の
と
お
り
）

タバコの害から市民を守る条例
（条例名の修正案）※２

タバコの害から市民を守る条例
（条例名の修正を除く原案）※２
望まないタバコの被害から市民を守る条例

（附帯決議案）※３
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例

会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整備に関する条例

一般会計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計（第１号）

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○×○○○○○○○○○○○○○

××××××××××××××

○

○

××
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
× ○


